
大磯町児童生徒就学援助費交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条及び第49条の規定に

基づき、経済的な理由により就学困難な学齢児童又は学齢生徒（以下「児童生徒」

という。）の保護者に対して児童生徒就学援助費（以下「援助費」という。）を交

付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（資格） 

第２条 援助費の交付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、大磯

町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者又は大磯町内に在住し、

かつ、神奈川県立中等教育学校（前期課程に限る。）に在学する生徒の保護者で、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項の要保護者（以下単に「要

保護者」という。） 

(2) 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる者で、教育長が別に

定める認定基準に該当するもの（以下「準要保護者」という。） 

（援助費等の内容） 

第３条 援助費の種類、金額及び交付時期並びに当該種類に応じた対象者は､教育長

が別に定める｡ 

（交付の申請） 

第４条 援助費の交付を受けようとする者は、大磯町児童生徒就学援助費交付申請書

（第１号様式）により町長に申請するものとする。ただし、要保護者である保護者

にあっては、この限りでない。 

（交付の決定） 

第５条 町長は、要保護者である保護者に係る援助費の交付を平塚保健福祉事務所又

は福祉所管課の協力を得て調査した上で決定するものとし、その結果を大磯町児童

生徒就学援助費交付決定通知書（第２号様式）により当該保護者に通知するものと

する。  

２ 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容及び第２条に規定する

資格を確認し、必要に応じ第２条に規定する学校（以下単に「学校」という。）の

長の意見及び民生委員の所見を聴取した上で援助費の交付の要否を決定するもの

とする。 

３ 町長は、前項の規定により援助費の交付の要否を決定したときは、その結果を大

磯町児童生徒就学援助費交付決定（却下）通知書（第３号様式）により申請者に通

知するものとする。 

（交付の方法） 

第６条 町長は、前条第１項又は第２項の規定により援助費の交付を決定したときは、原



則として口座振替の方法により当該保護者に援助費を交付するものとする。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める手続により交付することが

できるものとする。 

(1) 当該保護者が学校に納付すべき教材費、給食費、校外活動費又は修学旅行費を滞納

しているとき 学校の長からの請求により、その滞納額に相当する額を直接学校に支

払う。 

(2) 援助費が医療費に係るものであるとき 当該治療を行った医療機関に対し、直接要

した費用又は一部負担すべき金額を支払う。 

（経費の報告） 

第７条 町長は、医療費その他別に定めるものに係る援助費について、必要に応じ経

費等に関する調書の提出を学校の長に求めることができる。 

（交付の中止又は変更） 

第８条 町長は、援助費の交付を受ける者（以下「受給者」という。）が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該各号に定める手続を執るとともに、大磯町児童生徒就学

援助費交付（中止・変更）通知書（第４号様式）により受給者に通知するものとする。 

(1) 要保護者又は準要保護者の資格を欠くに至ったとき 当該日以後における援助費の

交付を中止する。 

(2) 準要保護者が要保護者となったとき 当該日の属する月の初日から援助費の交付の

内容を変更する。 

(3) 要保護者が準要保護者となったとき 当該日の属する月の翌月から援助の内容を変

更する。 

（返還） 

第９条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の交付の決

定を取り消し、又は既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることが

できる。 

(1) 偽りその他不正の行為により援助費の交付を受けたとき。 

(2) 援助費の交付に当たり町長が付する条件に違反し、又は援助費をその目的以外

のことに使用したとき。  

（届出） 

第10条 受給者は、第４条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、速や

かに町長に届け出なければならない。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、援助費に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、平成27年４月１日以降に実施した事業について

適用する。 
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